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開 催 要 項 

２０２２年１月２５日 

１ 目  的 ２０２２年度の日本ホッケー協会主催・共催大会、ホッケー日本リーグ、地方大会（予選会を含む）

が、スムーズに運営され、ホッケー競技が益々普及発展していくために、競技規則、競技運営規程

等の共通理解を深めるとともに、関係各位の意見交換を行うことを目的とする。  

２ 主  催 公益社団法人日本ホッケー協会 技術委員会 ／ 一般社団法人 ホッケージャンパンリーグ 

３ 参加対象 各ブロック競技長･審判長／各関係団体競技規則・審判担当(１名必須・兼務可)／2021年度ホッケ

ージャパンリーグ加盟チーム(２名まで可)／A級公認審判員(50 歳未満)／A級講習会受講者(2019

年度)／TD(技術委員長指名)／TO(技術委員長指名)／UM(技術委員長指名)／強化本部男女代表者

及び年代別カテゴリー代表者／技術委員会各委員／技術委員長推薦者 

※各ブロック競技長･審判長の代理者を出席させる場合は、必ず伝達講習を行える人材であること。 

４ 講  師 技術委員会 審判部・競技部・総務部 

５ 日  時 ２０２２年２月１２日(土）９：００～１３：００ 

６ 開催方法 会場での参加またはオンライン参加によるハイブリット方式で開催します 

７ 会  場 パナソニックリゾート大阪（別紙地図参照） 

   （宿 舎 ） 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南10-1  Tel 06-6877-0111 Fax 06-6877-0504 

    オンライン参加者には事前にアクセスURLをご連絡いたします。（Zoom利用予定） 

８ 内  容 (1) 2022年度 競技規則‣競技運営規程及び国内大会レギュレーションについて 

       (2) ルールの改訂点とその解釈について 

       (3) アンパイアリングの統一とアンパイアの技術向上について 

       (4) 2022年度 施設用具関係‣アンチドーピングについて 

(5) 各ブロック・各団体との意見交換 

       (6) ビデオ映像を利用した研修 他 

９ 集  合 ２０２２年２月１２日(土）８：５０ パナソニックリゾート大阪〔会場参加者〕 

10 受 講 料 オンライン参加の方は無料 

会場参加の方は5,000円。（大変申し訳ございませんが、会場費等が発生しておりますのでご了承

ください。 

※交通費及び受講料は、個人または各ブロック・所属団体負担 

11 受講方法申込 オンラインでの参加か会場来場による参加について、下記URLより２０２２年１月２６日

（水）１７：００までに再度必ず申込ください。 

       https://forms.gle/mhmvG7usH8cjVhVL9 

・職場や学校からはgoogleフォームへのアクセスを制限している場合があります。その際は、家

庭やスマートフォンからアクセスいただく等ご協力をお願いします。 

・回答後に変更が生じた場合は、再度回答してください。 

※前泊を希望される方は、宿泊費は一般社団法人ホッケージャパンリーグが負担いたします。 

（2月12日の朝食は付いておりますが、11日の夕食は各自でお願いいたします） 

12 そ の 他 ・紙ベースの資料は、配布いたしません。資料は参加者に事前に送信いたします。 

       ・ルールブック、ハンドブックの印刷物は作成いたしません。日本協会のホームページからダウ 

ンロードしてください。 

       ・オンライン参加をご希望の方々には会議URLを追って送付いたします。 

・このルール統一研修会は、競技強化支援事業助成金を受けて開催されています。 

13 問 合 先  壽山由樹(技術委員会ルール研修会担当) 
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1.　日　時 2022年2月12日（土）9：00 ～ 13：00

2.　場　所 パナソニックリゾート大阪

3.　講　師 千野　雅人　　（技術委員会委員長）

藤村　利道　　（技術委員会副委員長）

安枝　和子　　（技術委員会副委員長）

森　　 義彦　　（技術委員会競技部長）

西澤　英一郎 (技術委員会競技部副部長)

近藤　聡史　　（技術委員会審判部部長）

藤原　信幸 　（技術委員会審判部副部長）

栗原　　 崇  （技術委員会競技部員）

小原　直也  （技術委員会審判部員）

真　喜代司 　(技術委員会アドバイザー・元技術委員長/HJL理事長)

内　　　　　　　　　　　　　　　容 講 師  及び  担 当 者

 ≪ 司会進行…壽山 由樹 ≫

（時刻） （所要時間)

9:00 9:05 0時間05分  ★開会あいさつ  HＪＬ理事長：真 喜代司

9:05 10:05 1時間00分 競技部より

　コロナ対策指針と競技会運営 森  義彦

　施設用具関係 西澤　英一郎

　ハンドブック 栗原　崇

　競技フィールド 藤原 信幸

　ユニフォーム規定

　競技規則

　競技運営規程

　2022年適用するレギュレーション

　公認競技役員規程

休憩 0時間10分

10:15 11:25 1時間10分 審判部より

　アンチドーピング 近藤 聡史

　21年のアンパイアリング、22年重点項目 藤村 利道

　21年度大会の反省 小原 直也

藤原 信幸

休憩 0時間10分

11:35 12:10 0時間35分  新登録システム

 　【質疑応答含む】

12:10 12:20 0時間10分  22年度の国内競技会 千野 雅人

12:20 12:55 0時間35分  質問要望事項に関する回答及び質疑応答 　　　　（回答講師）

 ※新登録制度は除く 　　　千野 雅人、藤村 利通

　　　安枝 和子、森　  義彦

 　　 近藤 聡史、西澤 英一郎

　　　藤原 信幸、小原 直也

　　　栗原　  崇、真 喜代司

12:55 13:00 0:05:00  ★閉会あいさつ　  技術委員長：千野 雅人

日本協会事務局長：坂本 幼樹
大日本印刷株式会社：高岡様

※事前準備・研修会記録・会場設営・受付・その他……研修会担当：壽山 由樹/福島雄裕

２０２2年　　全国ル ー ル統一 研 修 会　日 程 

時　　　　間

２月１２日（土）

４．時　程
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NO 所属団体 所属 氏 名 NO 所属団体 所属 氏 名

1 LIEBE栃木 若 林 勝 己 56 HJL　競技役員 藤 井 明 子

2 岐阜朝日クラブ(BLUE DEVILS) 長 屋 恭 一 57 HJL　競技役員 竹 内 芳 郎

3 立命館ホリーズ 松 村 誠 58 HJL　審判員 圷 耕 一

4 天理大学男子部 穴 井 善 博 59 HJL　審判員 児 玉 茂 樹

5 天理大学男子部 松 田 貴 也 60 HJL　審判員 稲 元 南

6 山梨学院大学 三 澤 孝 康 61 HJL　審判員 西 山 宏 明

7 山梨学院大学 平 井 快 樹 62 HJL　審判員 森 田 慎

8 ＡＬＤＥＲ飯能 福 島 駿 介 63 HJL　審判員 我 妻 順 子

9 表示灯フラーテルチーム 長 澤 克 好 64 HJL　審判員 清 水 雅 生

10 BlueSticks SHIGA 山 堀 貴 彦 65 HJL　審判員 戸 塚 洋 介

11 ヴェルコスタ福井 松 村 徹 治 66 HJL　審判員 佐 竹 由 加 里

12 ヴェルコスタ福井 内 藤 寛 公 67 HJL　審判員 坪 坂 知 佳

13 小矢部RED OX 沼 田 秀 樹 68 HJL　審判員　関東学連 成 田 健 一

14 小矢部RED OX 坪 内 一 浩 69 HJL　審判員 大 和 田 康 一

15 福井工業大学 渡 邉 宏 樹 70 HJL　審判員　（会場参加） 野 澤 達

16 駿河台大学 酒 井 友 眞 71 HJL　審判員 尾 木 典 隆

17 フリークス東京 多 氣 洋 平 72 HJL　審判員 山 田 恵 美

18 東京農業大学 李 永 晃 73 HJL　審判員 小 林 哲 也

19 法政大学 圷 通 徳 74 HJL　審判員 堀 詩 以 奈

20 法政大学 深 澤 秀 二 75 HJL　審判員 湯 澤 健 人

21 Selrio島根 安 部 隆 史 76 HJL　審判員 湯 澤 望

22 ソニーＨＣ ＢＲＡＶＩＡ Ｌａｄｉｅｓ 永 井 祐 司 77 HJL　審判員 堀 江 紀 之

23 コカ・コーラレッドスパークス部 信 井 康 博 78 HJL　審判員 黒 川 大 地

24 南都銀行（会場参加） 樋 口 修 79 HJL　審判員 山 根 真 穂

25 東海学院大学 小 林 和 典 80 HJL　審判員 細 川 祐 司

26 東海学院大学 福 居 絵 吏 子 81 HJL　審判員 山 岸 有 希

27 グラクソ・スミスクラインO.U 渡 邊 あ か ね 82 HJL　審判員 木 下 英 貴

28 山梨学院CROWNING GLORIES 清 水 ひ ま り 83 男子強化本部 髙 橋 章

29 立命館大学 古 瀬 充 奈 84 女子強化本部 新 井 麻 月

30 天理大学 長 谷 部 謙 二 85 事務局長 坂 本 幼 樹

31 天理大学 永 田 紗 穂 86 事務局員 安 岡 裕 美 子

32 東京ヴェルディ女子チーム 藤 尾 香 織 87 専務理事 福 島 雄 裕

33 駿河台大学女子部 久 我 晃 広 88 副理事長 奥 田 好 廣

34 高体連・北海道協会 渡 辺 健 一 89 理事長 真 喜 代 司

35 中学校部会 久 保 克 敏 90 ｱﾝﾁﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ推進室 清 水 恭 子

36 マスターズ部会　(会場参加) 吉 田 隆 明 91 ｱﾝﾁﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ推進室 苅 谷 和 代

37 北海道 手 倉 森 勇 夫 92 競技部 国際担当 和 田 千 恵 子

38 青森県協会 田 鎖 豊 93 審判部 役員養成担当 相 馬 知 恵 子

39 長野県協会 柴 田 稔 94 審判部役員昇格担当（会場参加） 中 野 典 子

40 愛媛協会 三 好 健 一 95 審判部 西 松 孝 治

41 九州協会 一 ノ 瀬 元 史 96 競技部 大会運営担当　社会人連盟 小 原 直 也

42 山形県協会 鈴 木 茂 明 97 審判部 役員養成担当 壽 山 由 樹

43 北信越協会 宮 川 敏 充 98 審判部 役員昇格担当 竹 内 高 広

44 東海協会 重 森 誠 99 競技部 施設・用具担当 栗 原 崇

45 徳島県協会　HJL審判員 柳 田 敏 行 100 総務部 登録担当 藤 原 信 幸

46 島根県協会　HJL審判員 藤 原 真 由 美 101 総務部　副部長 髙 橋 英 行

47 宮崎県協会 冨 山 喜 正 102 競技部　副部長 西 澤 英 一 郎

48 HJL　競技役員　ATD 今 庄 充 世 103 競技部　部長 森 義 彦

49 HJL　競技役員 高 野 禎 104 審判部　部長 近 藤 聡 史

50 HJL　競技役員 菊 池 玲 子 105 副委員長 安 枝 和 子

51 HJL　競技役員 松 原 和 朗 106 副委員長 藤 村 利 道

52 HJL　競技役員 梶 田 賢 二 107 委員長 千 野 雅 人

53 HJL　競技役員 松 原 久

54 HJL　競技役員 安 木 貴 子

55 HJL　競技役員 阿 合 勝 美

参　加　者　一　覧

HJL official

HJL official

公益社団法人
日本ﾎｯｹｰ協会

HJL

技術委員会
ｵﾝﾗｲﾝ参加者

技術委員会
会場参加者

HJL　H1

JHA 所属団体

ブロック競技長

ブロック審判長

HJL　H２

HJJL　女子
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（目的）     

第1条  この規程は、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「JHA」という）が認定する競技役員の地位の確立と責任の範

囲の明確化を目指すとともに、技能向上や円滑な大会運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第2条  この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

1. 公認競技役員 第3条によって区分される資格を有する者をいう。 

2. 公式試合 JHA、ブロック協会、都道府県協会、一般社団法人ホッケージャパンリーグ、日本社会人ホッケー連盟、

日本学生ホッケー連盟およびその傘下団体のブロック学生連盟、全国高等学校体育連盟およびその傘下団体のブロ

ック・都道府県高等学校体育連盟が主催または共催する大会でホッケー競技規則（6 人制含む）に基づき実施され

る試合をいう。 

3. 全国大会 JHAが主催または共催する大会。 

 

（公認競技役員資格の種類） 

第3条  公認競技役員資格は、その活動範囲、必要な資質・技能に応じて次のとおり設置する。 

1. テクニカルデリゲート（以下「TD」という） 

2. テクニカルオフィサー（以下「TO」という） 

3. ジャッジ（以下「JG」という） 

4. アンパイアマネージャー（以下「UM」という） 

5. 国際審判員 

6. A級公認審判員（以下「A級」という） 

7. B級公認審判員（以下「B級」という） 

8. C級公認審判員（以下「C級」という） 

9. D級公認審判員（以下「D級」という） 

10. サジェスションアンパイア 

11. ビデオアンパイア 

12. インドア公認審判員（以下「IU」という） 

なお、上項1から3までを公認テーブルオフィシャル、5から12までを公認審判員と総称する。また、公認競技役員

は必ずどこかの都道府県協会に所属し、所属協会は、居住地または勤務地の位置する都道府県協会か都道府県協会の

役員である場合はその協会とする。 

 

（公認競技役員の資質） 

第4条  公認競技役員資格を有する者に求められる資質を次のように定める。 

1. TD は、競技会の運営・競技運営規程・競技規則・審判に関する知識を熟知し、競技会を統括する見識・技能を有

し、公認競技役員の模範となり指導を行い得る見識・技能を有する者。 

2. TO は、競技会の運営・競技運営規程、競技規則・審判に関する知識があり TD を補佐する見識・技能を有し、試

合を円滑に運営、管理するための十分な見識、技能を有する者。 

3. JGは、大会の競技運営規程、競技規則に関する見識を有し、公式試合記録の作成およびTOと協力し試合の運営、

管理を行い得る者。 

4. UMは、大会およびホッケーに係わる活動を通じて、審判員の育成指導、評価、支援を行い得る見識、技能を有し、

競技規則およびその解釈に対する解明が行える者。 

5.  国際審判員は、公認審判員の資格を有する者のうち、国際ホッケー連盟（以下「FIH」という）により国際審判員

資格を認定された者。 

6. A級は、国際試合の審判を行い得る見識、技能を有し、公認審判員の模範となり得る者。 

7. B級は、全国大会の試合の審判を行うに十分な見識、技能を有する者。 

8. C級は、公式試合の審判を円滑に行うための必要な知識、技術を有する者。 

9. D級は、公式試合の審判を行い得る者。 

10. サジェスションアンパイアは、公式試合のサジェスションアンパイアを行うに十分な見識、技能を有する者。 

11. ビデオアンパイアは、公式試合のビデオアンパイアを行うに十分な見識、技能を有する者。 

12.  IUは、インドアホッケーの公式試合の審判を行い得る者。 

 

（公認競技役員に係わる役職の権限と責任） 

第5条 公認競技役員の活動に関係する役職の権限と責任は、次のとおりとする。 
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1. JHA技術委員長（以下「技術委員長」という）は、公認競技役員を統括する。また、公認競技役員の活動環境の向

上、技能向上、国内外への競技役員の派遣、関係規則の制定・定着等に係わる活動を監督し、そのための必要な指

示を公認競技役員に行う。 

2. JHA競技部長（以下「競技部長」という）は、公認テーブルオフィシャルの技能向上、活動実績管理、活動者数の

増加および競技会運営の円滑化等に資する必要な施策を策定し、ブロック競技長と共に実行する。 

3. JHA審判部長（以下「審判部長」という）は、公認審判員の技能向上、活動実績管理、活動者数の増加および競技

規則・判定に係わる解釈の浸透等に資する必要な施策を策定し、ブロック審判長と共に実行する。 

4. JHA 競技役員派遣室長（以下「競技役員派遣室長」という）は、全国大会に参加する競技役員を指名する。また、

国民体育大会ブロック大会の TD、UM、ニュートラル審判員（ブロック外から派遣）を指名し、表-1のブロック

予選会におけるブロックが指名するTD、ニュートラル競技役員（TO、審判員）の通知を受ける。 

5. JHA資格審査室（以下「資格審査室」という）は、講習会等の受講者の成績、実績を踏まえて第3条に定める資格

を認定または承認する。また、第17条に定める剥奪、抹消、降格、停止を決定する。 

6. ブロック競技長は、所属ブロック内の公認テーブルオフィシャルへの指導、情報伝達、活動実績の把握、TO 昇格

試験受験者の推薦、ブロック予選会（表-1）のTD、TO、JG の指名（JHA が指名した者を除く）、競技役員の発

掘、その他競技部長の依頼する事項を遂行する。ブロック予選会（表-1）において、所属ブロック外からTD 、TO

を指名する場合は、競技役員派遣室長に通知する。 

7. ブロック審判長は、所属ブロック内の公認審判員への指導、情報伝達、活動実績の把握、B級昇格試験受験者の推

薦、ブロック予選会（表-1）の審判員の指名（JHA が指名した者を除く）、審判員の発掘、その他審判部長の依頼

する事項を遂行する。ブロック予選会（表-1）において、所属ブロック外からUM、審判員を指名する場合は、競

技役員派遣室長に通知する。 

8. 都道府県競技長は、所属都道府県内の公認テーブルオフィシャルへの指導、都道府県内大会の TD、TO、JG の指

名、競技運営役員の発掘、その他ブロック競技長の依頼する事項を行う。 

9. 都道府県審判長は、所属都道府県内の公認審判員への指導、C級昇格試験、D級認定講習会受験者の推薦、都道府

県内大会の審判員の指名、審判員の発掘、その他ブロック審判長の依頼する事項を行う。 

10. 上項6から9に定める役職は、ブロックまたは都道府県内の理事会等の承認手続きを経て決定されることが望まし

い。 

11. 上項6から9に定める役職者が交代する場合は、速やかに技術委員長に通知しなければならない。また、その役職

者の本規程に定める権限は、通知された時点から効力を有する。 

12. 上項2から9に定める役職者（5を除く）の本規程に定める権限は、当該役職者がいずれかの競技役員資格を保有

している場合に効力を有する。 

 

（公認競技役員の責務） 

第6条  公認競技役員に求められる主な責務を次のとおり定める。 

1. 本規程に定める事項を遵守しなければならない。 

2.  公式試合への参加に際しては、移動中も含め、定められた服装もしくは職務にふさわしい服を着用し、登録証を携

行しなければならない。審判を行うときは公認審判服を着用しなければならない。 

3.  TDは、大会のTD（アシスタントTD含む）を3年間に1回以上担当しなければならない。または、公式試合の

TOまたはJGを3年間に8試合以上担当しなければならない。 

4.  TOおよびJGは、公式試合のTOまたはJGを3年間に8試合以上担当しなければならない。 

5.  A級は全国大会の試合の審判を3年間に6試合以上担当しなければならない。 

6. B級は全国大会、表-１に定めるブロック予選会、日本社会人ホッケー連盟、日本学生ホッケー連盟およびその傘下

団体のブロック学生連盟が主催する大会の試合の審判を3年間に6試合以上担当しなければならない。 

7. C級は公式試合の審判を3年間に6試合以上担当しなければならない。 

8. TD、UM、A級は、第19条に定める講習会を毎年受講しなければならない。TO、JG、B 級、C級、D級は、第

19条に定める講習会を3年に1回以上受講しなければならない。 

9. TD、TO、UM、A級、B級は、指定期日までに大会派遣希望調査に回答しなければならない。また、JHAの求め

に応じて活動実績を報告しなければならない。 

10. A級、B級はJHAが指定する体力測定を毎年1回以上実施しなければならない。 

11. 国際公式試合の競技役員を担当する場合は、事前に技術委員長の承認を得なければならない。 

12. 全国大会でTDに指名された者は、所定期日内に大会報告書をJHAに提出しなければならない。 

13. 公認競技役員は、JHAの指定する活動に協力しなければならない。 

14. 公認競技役員は、競技会場において受動喫煙が生じないように細心の注意を払わなければならない。 
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（公認競技役員の活動可能範囲） 

第7条 公認競技役員の活動を行うことができる範囲は次のとおりとする。 

1. TDは、公式試合が行われる大会のTDを担当できる。また、公式試合のTO、JGを担当できる 

2. TOは、公式試合のTO、JGを担当できる。また、所属ブロック競技長の指名または承認により全国大会以外の大

会のTDを担当できる。 

3. JG は、公式試合の JGを担当できる。また、全国大会以外の試合のTOを担当できる。6人制の試合においては、

全国大会のTOを担当できる。 

4. A級は、公式試合および技術委員長の承認により国際試合の審判を担当できる。さらに、取得後10年以上経過した

者は、所属ブロック審判長の指名または承認により全国大会以外のUMを担当出来る。また、公式試合のJGを担

当できる。 

5. B級は、公式試合および審判部長の推薦と技術委員長の承認により国際試合の審判を担当できる。また、公式試合

のJGを担当できる。 

6. C級は、全国大会以外の公式試合の審判を担当できる。ただし、所属ブロック以外の場所で行われる試合の場合は、

所属ブロック審判長の承認を要する。 

7. D級は、全国大会および表-1に定めるブロック大会以外の公式試合の審判を担当できる。ただし、所属ブロック以

外の場所で行われる試合の場合は、所属ブロック審判長の承認を要する。 

8. サジェスションアンパイアは公式試合のサジェスションアンパイアを担当できる。 

9. ビデオアンパイアは公式試合のビデオアンパイアを担当できる。 

10. IUはインドアホッケーの公式試合の審判を担当できる。 

11.  大会に参加するチームに登録されている役員、選手は所属するチームの試合の競技役員（JGを除く）を担当する

ことができない。 

12. 上項にかかわらず、6人制およびインドアホッケーの試合では全国大会含むすべての公式試合でC級およびD級が

審判を担当できる。 

13. 上項にかかわらず、マスターズ（40歳以上）の公式試合ではC級およびD級が審判を担当できる。 

14. 上項にかかわらず、講習会または昇格試験受講中の競技役員は保有資格に関わらず大会TDの指名する業務を担当

できる。 

15. 上項にかかわらず、日本国外から派遣された日本国籍を持たない競技役員は、技術委員長と大会TDの承認により

公式試合の競技役員業務を担当できる。 

 

（公認競技役員の認定手順） 

第8条 公認競技役員資格の認定は、次のとおりとする。 

1. （TD）TO資格を有し、全国大会で十分な実績があり、技術委員会が指名した者は、表-1の大会においてTDを担

当し、技術委員会の指定講師の審査によりTDとしての資質が認められるとして、責任講師から上申された者を資

格審査室で審議してTDとして認定する。 

2. （TO）JG資格を有し、全国大会およびブロック大会で実績がある者で所属ブロック競技長の推薦によりTO昇格

試験を受験し、その試験によりTOとしての資質が認められるとして、責任講師から上申された者を資格審査室で

審議してTOとして認定する。また、A級（過去にA級資格を有していた者も含む）で、競技部長の指名によりTO

講習会を受講し、TO としての資質が認められると責任講師から上申された者を資格審査室で審議して TO として

認定する。試験および講習会の責任講師は、技術委員会の指名する講師でなければならない。 

3. （JG）所属都道府県協会の競技長の推薦により、ブロックまたは都道府県協会が主催するジャッジ認定講習会を受

講した者で責任講師が認定した者を資格審査室が JG として承認する。講習会の責任講師は、技術委員会公認の認

定講師でなければならない。講習会の開催について事前にブロック競技長の承認を得なければならない。 

4. （国際審判員）技術委員長の指名によりFIH主催または公認の国際大会に審判員として派遣され、国際審判員とし

ての資質があるとの評価をTDから受けた者は、資格審査室の承認によりJHAからFIHに国際審判員登録申請を

行い、FIHで国際審判員として登録された時点で、資格審査室が国際審判員として認定する。 

5. （UM）A級またはB級で（過去にA級またはB級資格を有していた者も含む）審判部長の指名によりUM認定

講習会を受講し、UM としての資質が認められると責任講師から上申された者を資格審査室で審議して UM とし

て認定する。講習会の責任講師は、技術委員会の指名する講師でなければならない。 

6. （A 級）B 級保有者で、全国大会で十分な実績があり、JHA が公表する A 級審判員昇格候補者リストの中から指

名され、JHAが開催するA級審判昇格試験を受講し、その試験によりA級審判員としての資質が認められるとし

て、責任講師から上申された者を資格審査室で審議してA級として認定する。試験の責任講師は、技術委員会の指
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名する講師でなければならない。 

7. （B 級）C 級保有者でブロック審判長の推薦により JHA、ブロック協会または連盟が開催する B 級審判昇格試験

を受験し、その試験によりB級審判員としての資質が認められるとして、責任講師から上申された者を資格審査室

で審議してB級として認定する。試験の責任講師は技術委員会が指名する講師でなければならない。試験の開催に

ついて事前に技術委員長の承認を得なければならない。 

8. （C級）D級保有者で、ブロック審判長または都道府県審判長の推薦によりブロック協会または連盟が開催するC

級審判昇格試験を受験し、その試験により責任講師が認定した者を資格審査室がC級として承認する。試験の責任

講師は、技術委員会公認の認定講師でなければならない。試験の開催について事前に技術委員長の承認を得なけれ

ばならない。 

9. （D級）ブロック協会、連盟、都道府県協会が開催するD級審判認定講習会を受講した者で、責任講師が認定した

者を資格審査室が承認する。講習会の責任講師は、技術委員会公認の認定講師でなければならない。講習会の開催

について事前にブロック審判長の承認を得なければならない。 

10. （サジェスションアンパイア）A級、B級、C級、UM資格保有者は、サジェスションアンパイアの資格を同時に

保有するものとする。過去にA級、B級、C級資格を保有していた者で何らかの公認競技役員資格を保有している

者は、サジェスションアンパイアの資格を同時に保有する。 

11. （ビデオアンパイア）A級、B級、C級、UM資格保有者は、ビデオアンパイアの資格を同時に保有する。過去に

A級、B級、C級資格を保有していた者で何らかの公認競技役員資格を保有している者は、ビデオアンパイアの資

格を同時に保有する。 

12. （IU）A級、B級、C級、D級資格保有者は、インドア審判員の資格を同時に保有する。 

13. A級、B級は引退する時点(自己申告)で、資格審査室で審議のうえ JGとして認定する。認定にあたり、上記の講

習会等の受講と認定料の納入を要しない。 

14. 公認競技役員の資格認定にあたり、被認定者が未成年の場合は、親権者の同意書を必要とする。 

15． 公認テーブルオフィシャルと公認審判員の資格をそれぞれの認定手順に従い受験又は受講することにより、同時に

保有することを認める。 

 

（公認競技役員認定証） 

第 9 条 第 8 条に定める公認競技役員に認定され、第 11 条に定める登録手続きを完了した者に JHA から認定証を交付す

る。ただし、認定証の交付はデジタル登録証をもってこれに代える。 

 

（公認競技役員登録証、管理） 

第10条 新規に取得した資格の登録が完了した者にデジタル登録証を即時交付する。登録または更新の際に JHA に通知さ

れた個人に関わる情報は、JHAの円滑な運営を目的としてのみ利用される。目的の範囲内で業務委託先に提供する場

合および日本国内の法令に基づく場合を除き JHA は個人情報を第三者に開示・提供しない。公認競技役員は、登録

情報を変更する場合は、JHAに速やかに通知しなければならない。公認競技役員が所属協会を変更する場合は、技術

委員長の承認を得なければならない。 

 

（登録手続き） 

第11条 公認競技役員の新規登録手続きについては、次のように行う。 

1. TD、TO、UM、A級、B級資格の登録手続き 

資格審査室は認定後、新規登録申請書を JHA に提出する。その後、認定者に通知される案内に従い、認定者本人

が新規登録手続きおよび認定料を納入しなければならない。資格審査室で認定された日を登録日とするが、指定期

間内に新規登録手続きおよび認定料の納入がなされない場合は、認定を取り消す。 

2. JG、C、D級資格の登録手続き 

資格審査室は承認後、新規登録申請書を JHA に提出する。その後、認定者に通知される案内に従い、認定者本人

が新規登録手続きおよび認定料を納入しなければならない。資格審査室から JHA へ新規登録申請がなされた日を

登録日とするが、認定者本人が指定期間内に新規登録手続きおよび認定料の納入がなされない場合は、認定を取り

消す。何らかの理由で、資格審査室が認定を承認しなかった場合は、認定は無効となる。 

3. 認定料 

各資格の新規認定料の金額は表-2のとおりとする。 

4. 配付物 

各資格新規登録手続き後に次に定めるものを JHA より配付する。エンブレム、カード、リング等の資格に応じた

必要物品は、各自で購入する。 

TD ：TDバッジ 
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TO ：TOバッジ 

JG ：JGバッジ 

A級：A級バッジ 

B級：B級バッジ 

C級：C級バッジ 

   

（有効期間と更新手続き） 

第12条 公認競技役員（引退者を含む）の有効期間と年度登録（更新手続き）を次のように定める。 

1. 競技役員資格の有効期間は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、新規登録された資格は、登録日

から次の3月31日までとする。 

2. ブロック競技長および審判長は、都道府県競技長、審判長と連携して所属ブロックの公認競技役員の資格保有者リ

ストの確認、修正を行い、必要に応じてJHAに通知しなければならない。 

3. 競技役員は指定された期間内に定められた方法で更新手続きを行わなければならない。 

4. 年度登録料は表-3 のとおりとする。複数の資格を保有している者は、それらのうち最も高額な年度登録料のみを

JHAに納入すればよい。D級の年度登録料はJHAが受領した金額を年度末に一括してそれぞれの所属するブロッ

ク協会に配賦する。配賦金はブロック内の競技役員にかかわる育成等の活動に利用されることが望ましい。第16条

4項に該当する場合の年度登録料は免除するが、停止が解除された時点で該当する登録料を納入する。 

  

（資格の失効）               

第13条 公認競技役員は、次に該当するときにはその資格を喪失する。既に納入されている登録料は返還しない。 

1. 第12条に規定する年度登録料を納入しなかった場合は、資格が失効する。 

2. 資格を失効させた者が再度競技役員資格を取得しようとする場合は、それまでの実績は喪失されたものとして扱う。 

 

（資格の剥奪および抹消） 

第14条 公認競技役員は、次に該当するときにはその資格を喪失する。既に納入されている登録料は返還しない。 

1. 公認競技役員として著しく不適切な行動や言動があった場合は、資格を剥奪する。 

2. 本規程を著しく逸脱する行動や言動があった場合は、資格を剥奪する。 

3． 死亡または失踪宣告を受けた場合は、資格を抹消する。 

 

（降  格） 

第15条 公認競技役員は、次に該当するときには降格する場合がある。ただし、JGおよびD級は降格しない。既に納入さ

れている登録料は減額しない。 

1. 第6条に規定する活動を行う意思が認められないとき。 

2. 第6条に規定する研修会を理由無く受講しなかったとき。 

3. 各資格で必要とする見識、技能を有していないと認められたとき。 

 

（資格の停止） 

第16条 公認競技役員は、次に該当するときにはその資格の効力の一部または全部が期間を定めて停止する場合がある。既

に納入されている登録料は返還しない。 

1. 公認競技役員として不適切な行動や言動があった場合。 

2. 本規程を逸脱する行動や言動があった場合 

3. 競技会等において故意または重大な過失により円滑な運営を著しく妨げた場合。 

4. 海外赴任や長期療養等の事情により本人より活動休止の申し出であった場合。最長で3年間とする。 

（資格の剥奪および抹消、降格、停止手続き） 

第17条 資格の剥奪および抹消、降格、停止は、次のように行う。 

1. 第 14 条、第15条、第16条に該当すると認められる場合は、技術委員会で審議のうえ資格の剥奪または抹消、降

格、停止の仮決定を行う。 

2. 技術委員会は仮決定の内容を当該者（死亡または失踪宣告の場合は、所属ブロック競技長、審判長）に通知して状

況を確認し、本人が希望する場合は、弁明の機会を設ける。 

3. 前項において、海外駐在等やむを得ない事由等を勘案して技術委員会は仮決定内容を変更または取消すことができ

る。 

4. 第2項を実施後、技術委員長は資格審査室にその内容を諮問する。資格審査室で審議を行い、資格の剥奪または抹

消、降格、停止を決定する。 

-13-



全国高等学校ホッケー選手権大会ブロック予選

全日本中学生ホッケー選手権大会ブロック予選

全日本社会人ホッケー選手権大会ブロック予選

国民体育大会ホッケー競技ブロック大会

全国高等学校選抜ホッケー大会ブロック予選

資格 認定料(円）

TD 5,000

TO 4,000

JG 3,000

UM 5,000

A級 5,000

B級 4,000

C級 3,000

D級 2,000

資格
年度登録料
（円）

資格
年度登録料
（円）

TD 5,000 UM 5,000

TO 4,000 A級 5,000

JG 3,000 B級 4,000

C級 3,000

D級 2,000
引退者 3,000

5. 技術委員会は決定後に本人（死亡または失踪宣告の場合は、所属ブロック競技長、審判長）および所属ブロック競

技長、審判長にその内容を通知する。 

 

（公認競技役員引退者の扱い） 

第18条 公認競技役員引退者の活動範囲等については次のとおり定める。 

1. 51 歳以上の公認審判員が表-5 に定める体力基準を達成できない場合は、第７条に定める審判員としての活動を行

うことはできず、引退者として扱う。 

2. 公認競技役員は引退届を資格審査室に提出し、受理された時点で引退者として扱う。 

3. 公認競技役員引退者は、大会TDの承認により全国大会を含む6人制の試合を担当することができる。また、マス

ターズ（40歳以上）の試合を担当できる。 

4. 公認競技役員引退者は、大会TDの承認により全国大会以外の試合を担当できる。ただし、表-1に定める大会の試

合の場合は、競技部長または審判部長の承認を要する。 

5. 公認審判員引退者は、全国大会を含むすべての試合のサジェスションアンパイア、ビデオアンパイアを担当できる。 

 

（講習会等の実施） 

第19条 公認競技役員は競技規則、競技運営規程に関する知識、解釈、技能向上を図るために実施される講習会等に積極的

に参加しなければならない。実施される講習会と受講料は表-4のとおりとする。 

 

（その他） 

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、技術委員会が関係箇所と協議のうえ決定する。 

1. 公認競技役員は、この規程に関わる事項に疑義が生じた場合に技術委員長へ照会を行うことができる。 

          

（附 則）     

1. この規程は、公認TD・TO・J規程と公認審判員規程を統合し、2016年4月1日から施行する。それに伴い、公認

TD・TO・J規程と公認審判員規程は廃止する。 

2. この規程は、2017年4月1日に改訂する。 

3. 規程変更の移行措置として、2016年4月1日より2017年3月31日までにD級登録された資格の有効期限は、2018

年3月31日とし、2017年度の年度登録料（更新）は免除する。 

4. この規程は、2018年4月1日に改訂する。 

5. この規程は、2019年4月1日に改訂する。 

6. この規程は、2020年4月1日に改訂する。 

7. 定年制度廃止の移行措置として、2020年3月31日現在に登録されている定年者の年度登録料は3,000円として変

更しない。 

8. この規程は、2021年4月1日に改訂する。 

9. この規程は、2022年4月1日に改訂する。 

 

 

 

 

 

 

表－１ 全国大会ブロック予選会            表－２ 認定料       表－３ 年度登録料（更新時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－４ 講習会および受講料 
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表－５ 審判員体力測定項目と基準（20ｍシャトルラン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習会名等 受講料（円） 備考 講習会名等 受講料（円） 備考

全国統一ルール研修会 5,000 JHAに納入 ルール研修会 ※5,000 主催者に納入

TO昇格試験 5,000 JHAに納入 JG認定講習会 ※3,000 主催者に納入

TO講習会 5,000 JHAに納入 B級審判昇格試験 ※5,000 主催者に納入

UM認定講習会 5,000 JHAに納入 C級審判昇格試験 ※3,000 主催者に納入

A級昇格審判講習会 5,000 JHAに納入 D級審判認定講習会 ※3,000 主催者に納入

B級審判昇格試験 5,000 JHAに納入 必要に応じた技能向上のための講習会 主催者が決定 主催者に納入

必要に応じた技能向上のための講習会 都度決定 JHAに納入

D級審判認定講習会 ※3,000 主催者に納入

JG認定講習会 ※3,000 主催者に納入

必要に応じた技能向上のための講習会 主催者が決定 主催者に納入

１．JHAが主催するもの ２．ブロック協会、各競技連盟が主催するもの

３．都道府県協会が主催するもの

※印の受講料は目安です。ブロック協会、各競技連盟、都道府県協会が主催する
研修会、試験及び講習会の受講料は、主催者が実情に応じて決定すること。

年齢・性別 往復回数 年齢・性別 往復回数

29歳以下男性 84（レベル10） 29歳以下女性 73（レベル 9）

30歳代男性 73（レベル 9） 30歳代女性 62（レベル 8）

40歳以上男性 62（レベル 8） 40歳以上女性 52（レベル 7）

上記は最低限求められる基準であり、男性は84回、女性は73回を上回ることを強く要請する。
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（公社）日本ホッケー協会 技術委員会審判部 2021年度評価並びに2022年度活動計画について  

 

１ ２０２１年度の評価 

 （１）大会での評価 

大学王座では、選手とのコミュニケーションの取り方に関して、アンパイアの言葉数が多い等過度

に接する場面も多く、選手の支援を行うための関わり方について指導を行った。シーズン最初の大

会ではあったが、多くのアンパイアがひたむきに判定をしようとする努力があり、概ね好感が持て

る内容であった。 

インターハイでは、初日のオープニングゲームでレッドカードが出るという波乱のスタートとなっ

た。高校生の試合では、レベルの差やルールの理解度の違いがあるため、選手とのコミュニケーシ

ョンの取り方や伝え方がとても重要となる。アンパイアは、一方的に判定を下すのではなく、選手

のレベルに合わせたコミュニケーションの取り方や、伝え方、観察力が必要である。また、余裕を

持った会場の確認ができていないなど、準備不足が否めない場面もあったため本大会において指導

を行った。インターハイは試合数も多いため、多くのＵＭを配置して指導を行うことが理想的であ

る。 

全国中学生ホッケー選手権大会では、試合数も多く、地元のＣ級アンパイアも参加し、アンパイア

の育成の観点からも有意義であったが、ＰＣ時の攻撃側のフライングの対応など細かなところで明

確ではない判定が見受けられたため、大会を通して指導し改善を図った。 

インカレでは ＵＭ３名に加え、ＵＭ講習生３名の協力を得ながら、細かなフィードバックを実施す

ることができた。判定については当該選手だけでなく、周囲の選手やベンチへの伝え方をどうする

のか？またアンパイア同士もっとよい協力ができたのではないか？ということなどが、全体的な課

題としてあげられた。 

全日本選手権では、初めて、サジェスチョンアンパイアとビデオアンパイアの併用を採用したが、

概ね適切に判定を行うことができた。ただし、女子決勝にあっては、テレビ放送による電波の影響

からか無線機器が不安定となり、判定までに相当な時間を要してしまった。 

高校選抜ではアンパイアの参加状況が厳しく、初日・２日目と連日ダブルを担当するアンパイアが

複数名発生した。比較的経験の浅いアンパイアも参加していたため、これまでの大会の判定事例等

も交えながら指導を行った。怪我に対しての対応の遅さが気になる場面が何度かあり指導を行った。 

日本リーグでは、ハイレベルな試合に対して、十分なコントロールができていない試合も多く、特

に、危険な行為に関する一貫性、ＰＣ時のシュートに対する判定、サークルのインアウト、スクー

プの落下地点での判定に大いに課題が見受けられた。選手の安全を担保し、フェアプレーを促すた

めにも、一貫性と指針のあるアンパイアリングを目指す必要がある。 

 

 （２）全体評価 

   今年度は東京２０２０夏季オリンピックが行われ、ホッケーの質の高さに魅了された。特に、多少

のファールが発生しても継続していこうとする意思が明確であることや、バックスティックなどの

反則に対しての厳正な判定など、一貫性が担保され、そのことがホッケーの魅力につながっていた。

技術委員会審判部では、この世界のホッケーを基準としたアンパイアの技量の向上と育成を目指し

ていきたい。 
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   一方、国内大会においては、新型コロナウイルスの影響により予測できない事態が相次ぎ、日本リ

ーグの日程変更や大会の中止など、競技役員の確保が難しい１年であった。各大会では、試合を担

当する２人のアンパイアの連携、協力体制について、課題が多く見られた。ＰＣでの相手アンパイ

アの協力や協力エリアでの連携不足などである。 

そんな中ではあったが、若手アンパイアの頑張りやベテランの奮起など、努力が見られるアンパイ

アリングも数多くあった。 

実働のアンパイアでは４０歳代が多く若手アンパイアの育成は急務であること、また絶対数も少な

いため、より多くのアンパイアを輩出する必要がある。 

 

２ ２０２２年度活動計画 

 （１）アンパイアの評価基準の見直し 

   アンパイアは、担当する試合がより良くなるために支援を行う立場であり、チーム関係者とアンパ

イアとの間で、リスペクトという信頼関係が構築されてこそ良い試合に導くことができるというこ

とを理解した上で、競技規則と技術を駆使し、最大限の支援を行うことが重要である。 

   ついては、アンパイアの更なる技術向上を図るため、試合への支援という考え方やその行動が適切

であったかという項目について重要視し、アンパイアの育成を図ることとする。 

 

 （２）審判講習の実施（新規） 

   日本リーグを活用した審判講習会やブロック単位での審判講習会を新たな取り組みとして実施し、

アンパイアのスキル向上を図ることとする。また、日本リーグとも連携し、選手側と競技役員側と

の意見交換を行う仕組みを構築し、課題の確認や目指すべき方向性について見いだし、互いの協力

によりホッケー競技の向上を目指す。 

   また、日本リーグ加盟チームが実施する練習試合等をアンパイアのトレーニングの場として活用す

ることについても積極的に取り組みを進める。※練習試合等の情報は技術委員会（担当藤村）まで 

 

（３）具体的な事象に関すること 

① ＰＣ時の守備側の体に当たった場合の判定基準の再確認について（事前配布資料から変更あり！） 

  シュートを放った地点から５ｍ以内にいる守備側の選手の膝から上の体（膝を含む）にボールが

当たった場合は、危険とみなし守備側ＦＨとする。また、この場合、守備側が極端な低い姿勢を

とっている場合を除き、通常のプレーで発生した場合には、結果、ボールが当たった箇所により

客観的に判断する。本件は、これまで、「膝から上」の解釈について、膝を含むのか含まないのか

が曖昧であったため、改めて共通認識を図るものである。 

② サークルのインアウトについて（特に、ＰＣ時） 

  ＰＣを行う際のボールを一度サークルから出す行為について、完全にサークルから出ていないと

思われる事象が見受けられる。真上から見てサークルのラインに重なっている場合は、サークル

からボールが出たことにはならない。また、サークル外からスティックを振りかぶりシュートを

しようとしている事象に対しては、これまでどおり、最終スティックとボールが接した地点がイ

ンサークルかアウトサークルなのか、細心の注意を払い判定を行う。 

③ スライディングタックルについて 
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  スライディングタックルについては、ＪＨＡが示すレギュレーションによって、厳正に判定する

旨を示している。悪意を持った行為ではないものの、勢いよく選手に向かっていった結果、スラ

イディングの形になってしまい相手選手に接触するという事象も発生している。この行為に対し

ても、選手の安全を担保するうえでも適正に判定することを徹底する。 

④ スクープの落下に対する判定について 

  スクープの落下について、インターセプトできるという解釈を示して以降、アンパイアの判定に

微妙な遅れが見受けられるので、一貫性を持って良いタイミングで指針を伝える必要がある。 

  また、攻撃側のボールになる場合で、判定の発生場所がサークル外の 23ｍ内地点だった場合の、

守備側の故意の反則としてＰＣとするのか、故意ではないとの判断によりＦＨにするのかの見極

めが重要であり一貫性を高める。 

⑤ フリーヒットなどで笛がなってからボールを触る行為について 

  笛がなってから意図的にボールを触り、再開プレーを遅らせようとする行為について、適正に判

定していないケースがある。選手の意図を理解し、遅延行為として意図的に行ったのか、また、

その行為によって相手チーム側に不利益はあったのかなどにより適正に判断し、一貫性を高める。 

⑥ チャレンジ権について 

  チャレンジを行った結果、判定が変更にならなかった場合（ノーアドバイス含む）の再開方法に

ついて、適正な運用となっていないケースがある。インプレー中に時間を止めた場合は、守備側

ＦＨが適用され、アウトプレー（例えば、サイドラインからボールがコート外に出てからのチャ

レンジ受付）の場合は、時間が停止された時点の状態から試合を再開することとなるので、厳正

に判定を行う。 
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大　　会　　名 大会回数 期　　　　間 主管協会・連盟 会　　　　場 主催・共催

高円宮牌２０２２男子日本リーグ 第２１回
未定

（2022年3月上旬決定予定）
ホッケー

ジャパンリーグ
未定 共催

高円宮牌２０２２女子日本リーグ 第２５回
未定

（2022年3月上旬決定予定）
ホッケー

ジャパンリーグ
未定 共催

日光市ホッケー場

今市青少年スポーツセンターホッケー場

※期間は競技実施期間(開会式・監督主将会議の期日は含まない)

主催

全日本男子ホッケー選手権大会 第９６回 ③１２月９日（金）～１２月１１日（日） 東　京
大井ホッケー競技場ノースピッチ
（サウスピッチは練習会場）

主催

全日本女子ホッケー選手権大会 第８３回 ②１１月１８日（金）～１１月２０日（日） 東　京
大井ホッケー競技場ノースピッチ
（サウスピッチは練習会場）

WMHマスターズホッケーワールドカップ 東　京

２０２２年度 国内競技会 主催・共催計画　(案)
2022/1/30時点

全日本社会人ホッケー選手権大会 男子第６４回・女子第４４回
１０月１４日（金）～１０月１６日（日）

ファイナルラウンド

全日本中学生ホッケー選手権大会 第５２回 　８月２０日（土）～　８月２２日（月） 宮　城
栗原市築館多目的競技場
栗原市一迫多目的広場

社会人連盟
大井ホッケー競技場(男子) ・ 広島広域公園第2球技場(女子)
ブロック予選会(７月末日迄)とプライマリーラウンドは(９月)実
施予定

主催

全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 第４１回 ７月１5日（金）～７月１８日（月祝） 関西学連
立命館ＯＩＣフィールド
親里ホッケー場

主催

全国高等学校ホッケー選手権大会 男子第８５回・女子第６４回 　７月３０日（土）～　８月　３日（水） 徳　島
徳島県立阿南光高等学校人工芝ホッケー場
阿南市橘湾中浦緑地公園ホッケー場
徳島県立阿南光高等学校天然芝グラウンド

共催

主催

主催全日本マスターズホッケー大会 第２０回 　９月１７日（土）～　９月１８日（日） 富　山
小矢部ホッケーフィールドby三井アウトレットパーク
小矢部市野外運動広場

国民体育大会ホッケー競技 第７７回 １０月　２日（日）～１０月　６日（木） 栃　木 共催

主催

全日本学生ホッケー選手権大会 第７１回男子・第４４回女子 １１月　２日（水）～１１月　６日（日） 関東学連
大井ホッケー競技場（ノース・サウスピッチ）
駒沢オリンピック公園総合運動場

全日本中学生都道府県対抗
１１人制ホッケー選手権大会

第２３回 １１月１２日（土）～１１月１３日（日） 福　井
福井県立ホッケー場
越前町営朝日総合運動場

大井ホッケー競技場他 共催１０月１９日（水）～１０月２９日（土）

主催

全日本男子・女子ホッケー選手権大会 第９６回・第８３回 ①１１月１７日（木）～１１月２０日（日） 東　京
大井ホッケー競技場ノースピッチ
（サウスピッチは練習会場）

主催

第3回マスターズJapan Cap 第3回 １２月　３日（土）～１２月　４日（日） 東　京 大井ホッケー競技場ノース・サウスピッチ

主催

共催全国高等学校選抜ホッケー大会 第５４回 １２月２３日（金）～１２月２７日（火） 岐阜高体連
川崎重工ホッケースタジアム
岐阜各務野高等学校ホッケー場

共催全国スポーツ少年団ホッケー交流大会 第４４回 　８月１２日（金）～　８月１４日（日） 東　京 大井ホッケー競技場（サウス、ノース）

ブロック 北海道 東　北 関　東 北信越 東　海 近　畿 中　国 四　国 九　州

担当開催
都道府県

北海道 青森県 東京都 福井県 岐阜県 京都府 広島県 高知県 熊本県

責任者 手倉森　勇夫 田鎖　豊 多氣洋平 松村　徹治 長屋　恭太 野々村　守 柳田　剛志 竹村　順二 石原　誠慈

開催場所
北海学園札幌高
校人工芝ホッケー

場

青森県立三沢高等学校
グラウンド（人工芝）

六ヶ所村内子内農山村
広場（人工芝）

大井ホッケー競技
場メインピッチ、サ

ブピッチ

福井県立ホッケー場
越前町営朝日総合運動

場

川崎重工ホッケース
タジアム

グリーンランドみずほホッ
ケー場（京都）
丹波篠山総合スポーツ
センター（兵庫）

広島広域公園第2
球技場

秦山公園
(土佐山田ｽﾀｼﾞｱﾑ)

小国町林間広場

8/13（土） 8/26（金） 8/19（金） 8/19（金） 8/20（土） 8/26（金） 8/19（金） 8/19（金） 8/26（金）

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

8/14（日） 8/28（日） 8/22（月） 8/21（日） 8/21（日） 8/2８（日） 8/21（日） 8/21（日） 8/29（月）

備　考
少年男女：8/19、8/21、8/22

成年男女：8/20、8/21、8/22

予定

２０２２年度 国民体育大会ブロック大会　一覧表
2022.1.30/現在

開催日
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公益社団法人 日本ホッケー協会 技術委員会 
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4番 2号 Japan Sport Olympic Square 

TEL 03-6812-9200 FAX 03-6812-9210 http://www.hockey.or.jp 


